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施設情報
施設名: グループホーム ひだまり

所在地: 長崎県東彼杵郡波佐見町

開設: 2004年7月 定員: 18名（2ユニット） 

※共用型認知症デイサービス
認知症伴奏型支援事業所も併設

建物: 平屋建て

※別法人にて社会福祉法人を運営、通所介護、
サービス付き高齢者住宅

★特徴的な取り組み
・自治体をはじめ、地域にある様々な資源と連携しながら運営
★介護テクノロジーを積極的に導入

・眠りスキャン 2022.11
・コミュニケーションロボット パロ 2022.11
・ケアカルテ（電子カルテ） 2023.6
・移乗ロボット HUG 2024.12
・ハナスト（スタッフ連携機器） 2024.12
2024年度より 加算（Ⅱ）2025年度より 加算（Ⅰ）



アジェンダ（議題）

（１）生産性とは？

（２）生産性向上推進体制加算 概要（制度説明）

（３）なぜ加算の取得が今、必要なのか？

（４）生産性向上推進体制加算（Ⅱ）取得に向け準備

（事前準備※機器選定・委員会・研修）

（５）機器選定・委員会活動・研修の内容

（６）実績報告書の作成・提出

（７）質疑応答
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本日の到達目標

①自分の事業所が生産性向上推進体制加算Ⅱの取得が可能かど
うか判断できる。

②委員会の議題・議事録の残し方がわかるようになる。

③報告（年1回）の為に毎月どのような記録を残せばよいのか把
握できる。
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そもそも加算はもとより「生産性」とは？

生産性の定義：労働時間や原材料などのコスト（インプット）に対する、

成果（アウトプット）の割合

計算式：生産性＝
産出アウトプット（成果）

投入インプット （コスト）

生産性を向上させる意味：同じ資源でより多くの価値を生み出す、また少ない資
源で同じ価値を生み出す事。

なぜ今生産性向上の必要性があるのか？

⇒日本では、少子高齢化による労働人口減少が大きな要因。限られた人材で成
果を維持・向上させるため、業務の効率化、従業員のスキルアップが不可欠。
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介護現場における「生産性」とは？

・介護現場の生産性＝

“時間と人手の使い方・動き方”を整えて、ケアの質を守る事

※仕事を速くすることが目的ではありません。

・ムダやムラを減らし、「利用者様に向き合う時間」を増やす事が目的

「生産性＝効率化で手を抜く」ではなく、

「手を抜かずに続ける為の整え方」です。
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「生産性を上げる」＝何を増やして、何を減らす？

増やす

・利用者の安心・安全

・直接ケアの時間（会話、誘導等、見守り等、活動）

・情報の質（申し送りの精度、記録の読みやすさ等）

減らす

・二度手間（同じ内容を何度も書く・聞く・探す）

・無駄な巡視（不要な巡視・不要な訪室で睡眠を妨げる）

・連携に伴うロス
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認知症GHで起きるムダ/ムラ

ムダ（例：やらなくていいのに発生している）

・記録のムダ：同じ内容を紙（介護記録）→紙（申し送り帳）→口頭で二重三重に記録

・夜間、全員に同じ巡視（必要な人・不必要な人の区別なし）

・情報が探せず把握者にもう１度確認

・会議が「報告だけ」で終わり、対策が定まらない

ムラ（例）

・記録のムラ：人によって記録の粒度が違う、判断がバラバラ

・夜間巡視のムラ：夜勤者によって巡視回数・入室基準が違う

・役割のムラ：忙しい人に仕事が偏る（“できる人”に集中）
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加算Ⅱの取得に必要なのは、機器1つ＋回す仕組み＝委員会

・加算Ⅱは「導入」より「運用」で決まる。
（機器を入れるだけでは不可。）

「委員会（3か月）で「確認→改善」→記録
を残す→年1回の報告まで回す」

9

・加算Ⅱの要点

１、機器：1つ以上（3分類のどれか）
２、委員会：3か月に1回（議事録を残す）
３、研修：使い方＋運用ルール（実施記録を残す）
４、点検：不具合等の確認（点検記録を残す）
５、年1回：実績データ提出（様式に入力⇒提出）

（
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生産性向上推進体制加算 概要
（制度説明）



生産性向上推進体制加算 概要（制度説明）

• 2024年（令和6年度）介護報酬改定時に新設。

• 生産性向上推進体制加算の取得率（GH 14,314件） 加算Ⅰ（118）0.8% 加算Ⅱ（2,460）
17.2%

基本的考え方：生産年齢人口が減少していく一方、介護需要が増大。介護人材確保が喫緊の課題。

介護職員の処遇改善を進めるに加え、介護ロボット等の導入活用においてサービスの質の確保及びに
職員の負担軽減に資する取り組みを推進する事が重要である。

• 生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 一月当たり 100単位

• 生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 一月あたり 10単位

• 加算（Ⅰ）と（Ⅱ）では、提出書類や調査対象・要件等大きな差があります。

11 ※1 第32回（R8.2.18）介護給付費分科会資料参照

※1
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①見守り機器
見守り機器 加算Ⅰではすべての居室に導入が必要、加算Ⅱは1つの居室へ導入でも可。
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・眠りスキャン 2022.11 導入



眠りスキャン（見守り機器）の運用ルール

目的：夜間の不要巡視を減らす/必要時の対応可能な限り早くする
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ルール：①担当 ②判断基準 ③記録

日勤リーダー 覚醒時に待機・起き上がりで訪室  記録電子カルテ
夜勤者

指標：夜間の巡視回数把握⇒スタッフの負担軽減

転倒事故・ヒヤリハット件数⇒サービスの質の維持及び向上



②職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器
インカム等、職員間の連携ツールについては、勤務中のスタッフが全員装着する必要がある。
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・ハナスト（ソフトウェアの為画像無し）2024.12導入
利用するにあたっての周辺機器

・アプリケーションの画像

インカム（ショックズオープンコム２）接続用端末（iPhone）



ハナスト（連携ICT）の運用ルール

目的：相談を円滑に実施できる・呼び出しや申し送りの漏れやミスを減らす
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ルール：①担当 ②判断基準 ③記録

対応者 業務・非業務、全ての事を  電子カルテ上の帳票類、申し送り

スタッフ・上長・事務・厨房職員

指標：呼び出しまでの対応時間⇒スタッフの負担軽減・質の維持

申し送り（ヒヤリ）漏れ⇒サービスの質・安全の維持



③介護記録作成の効率化に資するICT機器
介護記録ソフトは一気通貫のシステムである必要がある。（介護記録、計画書作成⇒国保・個人請求）
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・ケアカルテ（介護記録ソフト）2023.6導入



ケアカルテ（介護記録ソフト）の運用ルール

目的：記録時間の短縮、記録内容の充実
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ルール：出来事→背景（なぜ）→対応内容→結果→申し送りの可否
記録方法について明確化。 ※これまでは５W１Hで丁寧に記録という曖昧なルール

指標：記録時間の減少⇒スタッフの業務負担軽減・総業務時間の減少

記録内容の充実⇒サービスの質の維持及び向上

申し送り漏れ・ヒヤリの減少⇒サービスの質・安全の維持
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④その他の機器
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・移乗ロボット Hug 2024.12導入
・コミュニケーションロボット パロ 2022.11導入



その他機器の運用について

目的：業務過多時や対応困難な場面で、BPSDの症状が出現時に一時的
にでも、気分転換や症状の改善に繋げる

23

指標：2人介助の件数・身体的負担の把握⇒スタッフの負担軽減

・コミュニケーションロボット パロ

目的：2人で介助を行わないといけない場面を減少させること。また腰痛を持っ
ているスタッフが安心して利用者様を移乗できるようにする。

・移乗ロボット Hug

指標：BPSD出現時の対応⇒スタッフの業務・精神的負担軽減

転倒事故・ヒヤリハット件数⇒サービスの質の維持及び向上



③他の施設で導入を見かける機器
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・インカムソフト buddycom(バディコム)・見守り機器 アアムス

・介護記録ソフト ほのぼのネクスト・見守り機器 眠りスキャンアイ



なぜ加算の取得が今、必要なのか？

• 2025年12月16日 に可決・成立した令和7年度補正予算案。その中に『令和7年度介護保
険事業費補助金（介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援）実施要項』を定め
令和7年12月16日から適用。
→2025年12月～2026年5月までの介護分野の職員の賃上げを行う為の「補助事業」

• 「補助事業を受給する為の要件」
⇒処遇改善加算を算定している事業者であって、
居宅系→ケアプランデータ連携システム
施設系→生産性向上加算（Ⅰ）または（Ⅱ）を算定している事

→補助事業が終わった後の、賃上げ分の取り扱いはどうなるのか？

25



26

第250回（R7.12.12） 介護給付費分科会資料から抜粋



• 2025年12月～2026年5月までの介護分野の職員の賃上げを行う為の「補助事業」

• 審査会資料の内容で、処遇改善加算（Ⅰ）（Ⅱ）を対象に令和8年度特例要件として生
産性向上や協働化の取り組みを行っている事業者には加算率の上乗せについて議論され、
令和8年3月13日 介護保険最新情報 Vol.1479 「介護職員等処遇改善加算に関する
基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について（令和8年度分）」で正式に
通知された。

→即ち、GHにおいては、生産性向上推進体制加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）を算定し
ている事業所は既存の処遇改善加算よりも上乗せされた『率』で加算の取得が可
能となった為、加算を取得している事業所の方が優位となる。

～R8.5 認知症GHの既存の処遇改善加算（Ⅰ）18.6％ （Ⅱ）17.8％

R8年6月～

処遇改善加算（Ⅰ）イ 21.0% （Ⅰ）ロ 22.8%（上位加算）イ 2.4 ロ 4.2

処遇改善加算（Ⅱ）イ 20.2% （Ⅱ）ロ 22.0%（上位加算）イ 2.4 ロ 4.2
27

※2

※2 第253回（R8.1.16）介護給付費分科会資料参照
※3 介護保険最新情報 Vol.1479 令和8年3月13日参照

※3
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※2 第253回（R8.1.16）介護給付費分科会資料参照
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※2 第253回（R8.1.16）介護給付費分科会資料参照



生産性向上推進体制加算（Ⅱ）
取得に向け準備
（事前準備※委員会の設置機器
選定・研修計画）
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加算取得に向けた準備
委員会の設置 名称例）生産性向上委員会、業務改善委員会、スマート介護推進委員会等※2028年には義務化

１）委員及び委員長の選定

２）委員会を開催 ※議事録必須

・【協議テーマ】 自事業所で、サービスの質の確保及び職員の負担軽減を行う為の課題を検討し、どのように取り組むか？方針を定める。
※導入する機器の選定ではなく、事業所における課題の洗い出し
介護人材不足⇒介護労働者の確保に繋がる業務の効率化・業務負担軽減等
介護人材の高齢化⇒移乗ロボット等の導入で長期的に就労できる環境作り等
利用者へのサービスの質の向上⇒転倒予防・移乗支援・介護記録ソフト導入等で業務の効率化を実施し、利用者との関われる時間の創出等

３）介護機器の選定・導入 ※機器導入以降、加算算定が可能（利用者・家族への同意必須）。

・事業所の課題や方針に則り、どのような介護機器を選定すればよいのか検討及び視察、デモ機等のお試し。
※機器の選定については、短期的（単年度）な計画ではなく中長期的（2～5年）な計画の方が好ましい
例）1年目 見守り機器 2年目 見守り機器全室完備 3年目 電子記録ソフト 4年目 インカム等連携ツール ５年目 排泄支援機器

４）導入した機器の使用方法や操作についての研修会等の実施・取組
機器の操作方法や基礎知識の習得の他、導入する事で変更されるオペレーションについても共有し業務に取り組む。

５）委員会における取組状況の確認及び見直し点などを検討。 ※3か月に1度以上開催  
※介護機器の使用方法の講習 ヒヤリハット事例についての共有及び再発防止策検討 ・日常点検や不具合等の確認
32
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生産性向上委員会 議事録（見本）
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1．目的
当事業所は、介護ロボット・ICT等（例：見守り機器、連絡・コミュニケーションツール、介護記録ICT）
を活用し、①利用者へのサービスの質の維持・向上 ②職員の負担軽減 ③安全確保 を目的とした業務改善を行います。
この取組の一環として「生産性向上推進体制加算」を算定する場合があります。
2．実施すること
加算の要件として、取組の効果確認のために以下を行うことがあります。
利用者満足度等に関する簡単な質問票（例：WHO-5等）
認知機能の変化に関する簡単な調査（国が定める様式に基づく範囲）
上記を含む実績データを国（厚生労働省）へオンラインで報告
※調査は、対象者を限定して実施することがあります（全員必須ではありません）。
3．同意の考え方
同意は任意です。同意しない／同意を撤回することができます。
同意しない、または撤回しても、サービス利用やケア内容に不利益はありません。
撤回を希望される場合は、下記窓口へお申し出ください（以後の調査は行いません）。
4．個人情報の取扱い
調査・報告に用いる情報は、本取組の実施・評価および国への報告の目的でのみ使用し、
適切に管理します。必要な範囲で提供し、第三者への提供は行いません。

重要事項説明書に差し込む文言（例）



生産性向上推進体制加算（Ⅱ）
実績報告書の提出準備・提出



報告はこれだけ！

１、10月の勤怠（総業務時間・残業時間）を出す

２、有給休暇の取得日数を集計（11月～翌10月）

３、利用者調査（5名）を実施し、記録に残す

⇒あとは様式に転記し電子申請。

36
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１、実績報告書の提出に向けた準備

①実績報告書には、GビズIDが必須。

• 報告先は、厚労省の電子申請届出システムによりオンラインで提出となります。

(申請先ＵＲＬ) https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/report/

・電子申請届出システムを利用するに当たってはログインする為にGビズIDが必須。

「GビズIDプライム」のアカウントを申請を推奨。

※審査には1日～最大1週間程度かかる可能性があるので、ゆとりをもって申請してください。

GビズID 申請

38

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/report/


２、帳票類の準備
①利用者の満足度等の評価

（１）WHO-5調査（利用者における満足度の変化）

（２）利用者の認知機能の変化に関する調査

②業務時間及び超過勤務時間の調査

（１）総業務時間

（２）残業時間

③年次有給休暇の取得状況の調査 ※1年間分

39



①利用者の満足度等の評価
（１）WHO-5調査（利用者における満足度の変化）
（２）利用者の認知機能の変化に関する調査
※（１）及び（２）について各5名程度の利用者が調査対象

ダウンロードURL：
https://www.mhlw.go.jp/content/123000
00/001238828.xlsx

生産性向上推進体制加算 利用者向け調査表

様式は下記から入手可能

40



②業務時間及び超過勤務時間の調査 ※対象事業年度の10月を調査対象とする

（１）総業務時間

（２）残業時間

※すべての介護職員が調査の対象。加算Ⅱの場合は介護機器を活用を行った職員が対象

③年次有給休暇の取得状況の調査 ※対象事業年度の10月を基準として1年間（11月～10月）が調査対象

※すべての介護職員が調査の対象。加算Ⅱの場合は介護機器を活用した職員が対象

事業所で管理している、勤怠管理システムや出退勤情報や台帳、有給
管理帳票から

②の総業務時間及び残業時間

③有給休暇の取得状況を抽出。

業務時間及び超過勤務時間及び有給休暇の取得状況の調査
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所定の様式に記入
データを所定の様式に記入。記載場所は左記の通り。

加算（Ⅱ）は、オレンジ枠内のみの記入可。
加算（Ⅰ）は、項目全てを記入。

ダウンロードURL：
https://www.mhlw.go.jp/content/123000
00/001238824.xlsx

生産性向上推進体制加算 実績報告書

様式は下記から入手可能
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電子申請システムにGビズIDでログインし書類を提出する。
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ご清聴ありがとうございました。

有限会社 ムラオカ

代表取締役 村岡 勇輔

https://grouphome-hidamari.com/
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